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■成功事例のご紹介
依頼内容：「関与先が所有する貸宅地を整理してほしい」

紹 介 者：アックス財産コンサルタンツ協会会員の税理士

相 談 日：平成19年8月

物 件：貸宅地14件

期 間：平成20年7月までに14件を解決

■解決方法
地主（会員の顧問先）と弊社で業務委託契約を締結。借

地権者と面談し、借地権者に売却を行ったのが12件、

地主が借地権を買い戻したのが2件でした。

■業務料
売却価格×6％＋12万円＝1120万円

紹介料1120万円×20％＝224万円
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ご覧の特選・新作6タイトル（DVD価格5万円以上）を

月額14,700円で全てお聞きいただけます。
※掲載タイトルのダウンロード期間は7/14までとなります

月額定額制音声教材配信サービス

ACCS
フリーパスポート
業界初!

■アックスフリーパスポートとは
アックスコンサルティングが提供する新作・特選タイトルが、月額14,700円（税込）で聞き放
題になる定額制の音声教材配信サービスです。タイトルは毎月5～7本を配信予定。
月ごとに好きなタイトルを好きなときに好きなだけ、ダウンロードしてお聞きいただけます。 
会計事務所業界No.1のコストパフォーマンス、ハイクオリティ、多様なラインナップで、あな
たの事務所の成長・発展をサポートします。

好きな時
に

好きな場
所で 所内みん

なで

研修に

オーディオプレーヤーにダウンロード
すれば通勤時間や移動中でもOK!

毎月更新されるラインナップの中から
毎週1本を選んで、所内研修の教材に!

「労働保険の年度更新 2010年度版」
坂本旭子氏

（アクタスマネジメントサービス㈱ 社会保険労務士）

「社会保険の算定基礎届 2010年度版」
坂本旭子氏

（アクタスマネジメントサービス㈱ 社会保険労務士）

「税理士の視点による
戦略的コストダウンメソッド」

大林茂樹氏
（大林税務会計事務所 所長 税理士）

「遺産分割と調停制度の流れ
（実践編）」前編・後編

下崎 寛氏
（下崎寛税理士事務所所長 税理士・

不動産鑑定士・中小企業診断士・行政書士・
不動産コンサルタント・
不動産カウンセラー・AF）

「税理士のための
自分ブランド活用法」

立石 剛氏
（自分ブランド・プロデューサー）

電子申告件数初めて
1000万件を超える

国税庁、e-Taxの利用状況を発表

「税理士は納税者と
違う視点に立て」
第101回情報交換会開催

税庁は4月、平成21年度にお

けるｅ‐Taxの利用状況につ

いて発表した。それによる

と平成21年度におけるｅ‐Taxの利用

件数は重点15項目の合計で1658万件

と前年度比116％となっている。

　税体系別では所得税申告が約784

万件（前年度比128％）、法人税申告が

約127万件（同130％）、消費税申告（個

人）が約55万件（同124％）、消費税申

告（法人）が約145万件（同130％）、法

定調書が約137万件（同127％）と軒並

み前年比120％という高い伸びを示

している。酒税申告（約4万件）と印紙

税申告（約８万件）を合わせた申告件

数としても合計で約1124万件と、初

めて1000万件を突破するなど順調に

増加している。

　また、申告件数全体に対する利用

率でも先行手続きが65.9％で前年の

55.3％から10ポイント以上、重点15

項目における利用率は45.4％で前年

の36.6％から約９ポイントの伸びを

示している。

　その一方で次年度以降の申告件数

の伸びにも影響があると考えられる

開始届出書の件数は約396万件。前年

比89％と約48万件前年より減少して

おり、次年度の申告件数の増加に対

しては若干懸念材料も見える。

　国税庁ではｅ‐Taxの当面の目標と

して平成23年度に先行手続き（11手

続き）を70％、重点手続き（15手続き）

は平成25年度で65％という設定をし

ている。先行手続きに関しては2年度

前である今年度で65％を超えたこと

から、早ければ来年度にも目標達成

をする可能性もある。また重点手続

きに関しても現在のペースでいけば

平成25年度を前倒しで目標達成する

可能性が高くなっている。

　国税庁ではｅ‐Taxの早期の普及を

図るため、日曜日のヘルプデスクの

受付を始めたり、確定申告等作成コ

ーナーの使い勝手を改善するなど、様々

な取り組みをしてきている。

国
計事務所の経営などをテー

マに研修を行う「情報交換会」

が、６月３日開催された。今

回のテーマのひとつは「国税とのイ

ンテリジェンス（情報）戦」。

「税務調査のとき、税理士は納税者と

違う立場でいたほうがうまくいく」

と語るのは、国税出身の牧嶋和夫税

理士。法律の解釈は「税理士」「納税者」

「税務署」の三者の視点がそれぞれ異

なるほうが、メリットがあるという。

税理士は納税者の立場でもなく、も

ちろん調査官の立場でもなく、独立

した公正な立場に立って最大の成果

を勝ち取れることを説いている。

「税務調査の際、税理士は納税者と視

点を合わせて、味方にならなければ

いけない」。多くの税理士がそのよう

に認識している。しかし、ときには税

理士は納税者と視点を離し、違った

活動をして、異なったものの見方を

して事実を認定したほうが結果的に

納税者に最大の利益を提供できると、

牧嶋氏は語る。なぜなら、税理士と納

税者の視点が異なると、調査官は税

理士を味方にしようと努力するから

である。

　国税局では所得税課、資料調査課

等で活躍し、戸塚税務署長や税務大

学校教授等も務め、国税畑で40年近

くのキャリアを積む牧嶋氏。2008年

に退職し、税理士事務所を開業した。

　牧嶋氏はさらに「税務調査では、い

ち早く調査官のストーリーをつかめ」

と説く。調査官も調査にあたっては「こ

の事案はこうだ」という想定、ストー

リーを用意している。税理士はいち

早くその想定やストーリーを把握し、

そのなかに自分が有利な条件を少し

ずつ加えながら交渉することが調査

対応のポイントだと話している。

会
月額380円の経理ソフト、販売開始から３ヶ月

気になる業界の反応は!?

本デジタル研究所（東京・江

東区、以下ＪＤＬ）が、今年

４月に開始したサービス「JDL 

IBEX net（ジェイディエルアイベッ

クスネット）」周辺の動きが活発だ。

「JDL IBEX net」は、インターネット

を通じ経理ソフトが使えるSaaS型の

ソフトウェアサービス。現在、「JDL 

IBEX出納帳net」「JDL IBEX給与net」

が提供され、それぞれ月額380円、350

円という画期的な料金設定が、業界

内外で話題を呼んでいる。

　ＪＤＬは、JDL IBEX netの利用者

拡大を図る一方、JDL IBEX netを利

用する小規模企業・個人事業者を、新

たな顧問先として獲得する提案を会

計事務所に向けて行っている。これ

まで手間の割に収入が少なく、会計

事務所が敬遠しがちだった事業者を

積極的に開拓するという提案だ。

　例えば、顧問料を月額5,000円程度、

決算料（確定申告）5万円と想定しても、

30件獲得すると、合わせて年間300万

円以上の収入増が見込めるというもの。

会計事務所システムとの連携性に優

れたJDL IBEX netを利用すること

で、１件あたりの処理時間は１時間

程度で十分としている。

　ＪＤＬ担当者は「JDL IBEX netの

データは、JDLのシステムをお使いで

ない会計事務所でも、CSV形式で取り

込み、活用できます。今まで採算性か

ら未開拓だった事業者も、見方を変え、

手間をかけずに多くの件数がこなせ

れば、十分に収益化は可能です。こう

した提案に敏感に動きだすのは、中

小の事務所より大規模事務所の方が

多いですね」と話す。

　さらにＪＤＬでは８月から、JDL 

IBEX netユーザーをはじめとする事

業者と会計事務所を結ぶサービス「JDL 

IBEX netパートナーリンクシステム」

を始める。

　内容は２つ。指定したエリアのJDL 

IBEX netユーザーに対して、会計事

務所の宣伝が行えるサービス「ＡＯ

ＩＳ（エーオーアイエス）」と、事業者

が自社に合った会計事務所を検索で

きるサービス「JDL Client Link（ジ

ェイディエルクライアントリンク）」。

JDL Client Linkは、JDLを使用して

いない会計事務所も利用できる。

　日々拡大するJDL IBEX netユーザ

ーを、会計事務所の新規顧問先開拓

につなげるユニークなサービスに、

注目が集まることが予想される。

日

税理士登録抹消数は過去最多
税理士法人は2000件へカウントダウン

J-SaaS普及進まず
民間主導で再出発

税連によると、平成21年度

末の税理士登録者数は7万

1606人となっており、前年

度末より424人の増加となっている。

登録者増加数が最も多いのは324人

の東京都で、以下愛知県が59人、大阪

府が31人、神奈川県30人となっており、

東京都の一極集中が相変わらず際立

っていることがわかる。

　また、広島県の27人を筆頭に20の

道県で減少。その中には広島県や千

葉県など人口そのものは増加してい

る県でも税理士の数は減少するとい

う逆転現象が発生している県も散見

している。

　また、登録者数全体の424人という

増加数は11年ぶりの低水準。平成15

年度から16年度の間に増加した1272

人から増加数全体は下降気味となっ

ている。新規登録者数そのものは毎

年2600人以上（今年度も2642人）とな

っているが、抹消者数がここ数年

2000人を超えるようになり、今年は

2213人と過去最多となっている。こ

のことも税理士の高齢化が進んでい

ることを物語っている。

　そして税理士法人の数は平成21年

度末では1947法人（本店）。最新のデ

ータ（5月末）では1972法人となって

いて、毎年200件前後増加しているこ

とから、同様のペースで考えると早

ければ6月末、遅くとも7月末には

2000件を突破するものと見られる。

　税理士法人は平成14年7月に創設

され、17年11月に1000件を突破。その

後毎年200件前後のペースで増加し

ている。

日
年３月に鳴り物入りで始ま

った経産省主導のプロジェ

クト「J-SaaS」。インターネ

ットを利用して会計ソフトなどを安

価で提供するサービスで、同省の「SaaS

活用基盤整備事業」として、中小企業

のＩＴ化の促進を目的に行われてきた。

税理士業務に密接に関わるサービス

の提供ということで、開始当初は業

界の注目も大きかったが、大きく普

及することもなく、今年５月をもっ

て同事業が終了。６月より、富士通㈱

を運営主体として業務移管された。

　J-SaaSに参画するあるベンダーに

よると「業務移管の説明会では、導入

目標10万社に対し、実際の利用は

1000分の１程度だったと発表があっ

た。業務移管後の将来説明などもなく、

言及されると謝罪のみ」といった状

況だったようだ。

　あるソフトウェアメーカーは「J-

SaaSの問題点は、料金体系。平均する

と月額4,000円。安価なものでも月額

2,000円かかるようでは、小規模・零

細企業は利用しない」と指摘する。前

述のベンダーは、「毎月の固定費のほ

かに、20％近い手数料がかかる。現在

は、年内には撤退する方向で検討し

ている」とする。

　多くの課題を抱えたまま、民間事

業となったJ-SaaS。今後、利用者が増

えるかどうかは、依然不透明なままだ。

昨

公認会計士制度に関する懇談会の動き

第１回　会計士制度見直しへ論点多数噴出

第２回　新試験制度の導入へ。６月結論を予定

第３回　資格の「二段階化」提案

第４回　「一系統二段階」へ方針定まる

第５回　新試験制度の設計に、旧制度の壁

第６回　「監査しない会計士」資格に総意

第７回　「二段階化」で各論調整へ

第８回　開催未定

牧嶋和夫税理士。

現在は東京都新宿区に事務所を構える

■平成21年度 税理士法人届出数

「監査のできない第２の公認会計士」の創出へ
第７回公認会計士制度に関する懇談会で議論、進む

融庁の公認会計士制度に関

する懇談会は6月7日に第7

回の会合が開催された。こ

の中で事務局側の公認会計士資格制

度改正のとりまとめにむけてのたた

き台が公表された。

　そもそも今回の制度改革の理由は、

現状の公認会計士資格制度では難易

度が高いために約6割程度の合格者

が就職を中断して勉強していること

が挙げられる。その割に一般企業に

就職できていないことから、公認会

計士の質を維持しつつ、いかに制度

の門戸（受験しやすい）を広げるかと

いうことが狙いにある。

　その一方で、安易な資格保有者の

誕生はともすれば業界の質を落とす

ことにつながりかねない。税理士業

のように近接する士業にとっては業

界そのものへの圧迫が危ぶまれ、同

懇談会の動向に注目が集まっている。

　そうした中、事務局から7回目にし

てたたき台という案が提示されたが、

その中で出てきたのが「フルスペック

でない会計のプロフェッショナル」と

いう位置づけだ。この対照となるのが

フルスペックの公認会計士で、これは

従来の公認会計士を意味している。

　つまり、同たたき台では例えとし

て現状の論文式合格者2000人程度を

想定しており、①二段階目の試験合格、

②一定の実務経験（3年）をクリアし

たものを「フルスペックではない公

認会計士」としての資格を与えよう

というもの。

　税理士にとって気になるのは、

税理士業務への圧迫。資格とし

てはフルスペック

の公認会計士のみ

が税理士資格へ

の登録を許可

されることが

有力視され

ている。し

かし、フルスペックでない公認会計

士も何らかの資格名を有した状態で

税務業務以外の会計業務はできるこ

とになりそうで、相当の業務への圧

迫は懸念される。

　同懇談会座長の大塚耕平金融副大

臣は最後に「議論は収れんしてきたと

思っている」としている。しかし、懇談

会の内容は一部の問題を中心に未だ

に産官学の隔たりが大きく感じられ、

結論は不透明な状態が続いている。
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